
U.S.policyonsub-SaharanAfricaseemstohavechanged
fromaidtotradeduringtheClintonadministration.Clinton・s
Africatradeinitiativeof1997andhissupportforthe・African
GrowthandOpportunityAct・（theAfricantradebill）showa
shiftinemphasistotrade,ratherthanaid.Thebilltriestopro-
motefreetradeandprivatizationinsub-SaharanAfricaand
planstoestablishaU.S.-Africafreetradezoneinthefuture.
CongressmanJesseJacksonJr.andhissupporterscriticizedthe
AfricantradebillfortheeconomicneocolonialismofU.S.cor-
porations.Tocounterthebill,Jacksonintroducedthe・HOPE
forAfricaAct,・whichaimedatdeftrelief,fairinvestmentand
trade,anddevelopmentassistanceinsub-SaharanAfricain
1999.Jackson・seffort,however,provedfruitless.Theaimof
thispaperistoexaminethefundamentalchangeinU.S.eco-
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nomicpolicytowardsub-SaharanAfricasincethecoldwar.

はじめに

冷戦後のアメリカ外交において、平和維持のための地域紛争介入に比べ

ると、発展途上国の民主化を伴う経済協力・開発援助の比重は相対的に低

下している。しかしながら、アフリカ大陸に目をやると、アフリカ大陸は

過去20年間を通して、１人当たりの経済生産性が低下し続けている唯一の

大陸であり、世界で最大多数の最貧困国を抱えている。実に41�国の重債

務貧困国のうち33�国はサハラ以南のアフリカに位置している。実際、ア

フリカ人の50％は貧困線以下で暮らしており、40％は１日に１ドル以下で

生活している。しかも、アフリカ人の40％は栄養失調と飢餓状態にあり、

アフリカ大陸では５人のこどものうち１人は、５歳未満で死亡するとの報

告がある（1）。ことアメリカ政府に関しては、冷戦期の対ソ戦略を除けば、

そもそも伝統的にアフリカに対して積極的な外交政策を有してこなかっ

た（2）。確かにブッシュ政権末期からクリントン政権にかけて、ソマリアへ

平和維持軍を派遣しアフリカの地域紛争の解決に乗り出す姿勢を見せたが、

ソマリアでの平和維持活動の失敗で、ますますアフリカ問題への介入に消

極的になっているのが現状である。

しかし、アフリカ問題が、アメリカ外交の中で政治戦略的比重が小さい

とはいえ、開発援助政策に果たすアメリカ政府の役割は、アフリカ諸国に

とって軽視できないだろう。サハラ以南のアフリカ諸国は、政情不安、地

域紛争、政権の腐敗、民主化の遅れ、貧困、社会資本整備の遅れ、エイズ

等伝染病の蔓延、政府開発援助（ODA）の非効率、そして1980年代に始まっ

た構造調整プログラムの失敗と支払い不能な多額の債務に苦しんでいる。

にもかかわらず、アメリカ政府のアフリカ援助政策は、94年の中間選挙で

40年ぶりに共和党が連邦下院で多数党となり、共和党が連邦議会で過半数

を占めたことによって少なからぬ影響を受けることになった。新しく下院

議長に就任したニュート・ギングリッチ（NewtGingrich、ジョージア州選出）
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率いる共和党が、クリントン政権に対し大幅な減税と歳出削減、７年間で

の財政均衡などを要求したことから、アメリカの二国間援助額は、93年の

73億ドルから96年には53億ドルにまで落ち込んだ。また、アフリカへの援

助を効率化するために創設されたアフリカ開発基金（DFA:Development

FundforAfrica）への拠出額も92年には10億ドルに上っていたが、95年に

は６億ドルに減少した。食料援助も含めたアフリカへの二国間援助総額は

96年に10億ドルに上っているが、それすらも93年の12億ドルに比べると減

少した（3）。

ところで、アメリカ政府の援助額の低下は、必ずしもアフリカ問題の軽

視を意味するものではない。むしろクリントン政権後期に入って、アメリ

カ政府の対アフリカ政策そのものが変わりつつあるように思われる。とり

わけ、1997年６月にクリントン大統領が貿易と投資の拡大を通してアフリ

カ経済の自立を模索する「アフリカ貿易イニシアティブ（TheAfricaTrade

Initiative）」を発表して以降、アメリカ政府はサハラ以南のアフリカ諸国

との間で、従来の経済協力ではなく自由貿易を中心に据えた新たな経済関

係の構築を目指す姿勢を強めている。94年１月に発効した北米自由貿易協

定（NAFTA）、11月の米州マイアミ・サミット（キューバを除く34�国）で

の米州自由貿易圏（FTAA）の創設交渉、そしてアジア太平洋経済協力会

議（APEC）の首脳会議への参加をはじめ、クリントン政権は、通商面で

の地域主義の傾向を強めている。NAFTA以後、アメリカ合衆国はカリブ・

中南米諸国、さらには、メキシコ以上に経済格差の大きいサハラ以南のア

フリカ諸国に対しても、将来的に相互主義に立脚する通商政策を適用しよ

うとしている。

本稿は、1995年の第104連邦議会以後、共和党が連邦議会で多数を占め

続けるなかで、第106連邦議会第１期に提出された二つのアフリカ法案、

「アフリカのための希望の法」案と「アフリカの成長と機会の法」案を通

して、アメリカ合衆国の対アフリカ通商政策の質的変化について検討して

いきたい。
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1.ジェシー・L・ジャクソン・ジュニアと

「アフリカのための希望の法」案

１．アフリカをめぐる二つの法案

1999年２月23日、民主党の連邦下院議員、ジェシー・L・ジャクソン・

ジュニア（JesseL.JacksonJr.、イリノイ州選出）（4）は、「アフリカのための人

権、機会、協力、権限授与の法」（HumanRights,Opportunity,Partnershipand

EmpowermentforAfricaAct）、通称、「アフリカのための希望の法」（HOPE

forAfricaAct）案を連邦下院に提出した（5）。ジャクソンの法案は、サハラ

以南のアフリカ諸国に向けて、アフリカの主権、公正な貿易を尊重し、環

境に配慮した持続可能なアフリカの発展を推進しかつ支援することを目指

していた。とりわけ、この法案の目玉となったのが、重債務にあえぐサハ

ラ以南のアフリカ諸国に向けての大規模な債務帳消し政策であった。しか

も、法案が提案した債務帳消しは、アメリカ合衆国が有する政府開発援助

債権に限られるものではなかった。それは他の債権国、国際通貨基金

（IMF）、世界銀行等国際金融機関が所有する債権に対しても、完全かつ無

条件の債務帳消しを提案するものであった。

ところで、ジャクソンが「アフリカのための希望の法」案を提出した背

景には、もう一つのアフリカ法案の存在があった。「アフリカの成長と機

会の法」（AfricanGrowthandOpportunityAct：以下、アフリカ貿易法）案であ

る。この法案は、1993年来連邦下院に提出されており、前年度の第105連

邦議会第２期の下院においては、クリントン政権と当時の下院議長ニュー

ト・ギングリッチの後押しで233対186の賛成多数で可決されていた。クリ

ントン大統領は97年６月にアフリカとの通商・投資を拡大する「アフリカ

貿易イニシアティブ」を発表して以来、アフリカ貿易法案の連邦議会での

可決を強く求めてきた。デンバー・サミットに先立ってホワイトハウスで

発表されたイニシアティブは、対アフリカ政策として五つの要素を打ち出

64



した。第一に、将来的にはアフリカとアメリカとの間で自由貿易交渉を進

めることを視野においたアフリカの貿易振興。第二に、技術援助、第三に、

民間投資の拡大、第四に、改革の進むアフリカ諸国の二国間債務の帳消し

と多国間債務の軽減に向けての努力、第五に、改革の進むアフリカ諸国と

の閣僚レベルの定例経済会議の開催提案である（6）。『ODA白書』が指摘す

るように、「これらのイニシアティブでは、貿易、投資の拡大とそれを支

える開かれた市場が対象国の経済発展を促し、ひいては米国の利益にもつ

ながるとの理念の下、伝統的な開発援助を維持しつつも、貿易、投資の拡

大を促進するための技術援助に重きを移していく方向が示されている」（7）。

クリントンがアメリカ大統領として初めて行った98年３月末から４月にか

けてのサハラ以南のアフリカ諸国（ガーナ、ウガンダ、南アフリカ共和国、ボ

ツワナ、セネガル、そして、ルワンダ）訪問前に連邦下院で可決されたアフ

リカ貿易法案は、クリントン政権にとって「アフリカ貿易イニシアティブ」

実現のための重要法案だった。しかし、クリントンの強い働きかけにもか

かわらず、保護貿易主義の根強い上院でアフリカ貿易法案は廃案となって

いた。

1999年２月２日に、このアフリカ貿易法案が再び下院に提出された。

「アフリカの成長と機会の法」案は、簡単に言えば、アフリカ諸国とアメ

リカ合衆国との間で自由貿易圏を形成し、自由貿易・投資の拡大を通して

アフリカの経済的発展を推進することを目指したものであった。いわば、

サハラ以南のアフリカ版 NAFTAの構築である。ジャクソンをはじめ多

くの批判者が、同法案を「アフリカ再植民地化法」と揶揄したように、こ

のサハラ以南のアフリカ版 NAFTAに対しては、連邦議会の内外で根強

い反対意見があった。実際、クリントンの南アフリカ共和国訪問時、当時

の大統領ネルソン・マンデラ（NelsonMandela）は、アメリカとの通商を

拡大するために経済の民営化と政治制度の自由化を要求するアフリカ貿易

法案を有害な新植民地政策であるとして、３月はじめに連邦下院で可決し

たばかりの同法案を「我々にとっては受け入れがたい」と率直に述べてい

た（8）。「アフリカの成長と機会の法」案で提唱されるアフリカとアメリカ
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合衆国間の自由貿易は、必ずしもアフリカ諸国の経済的発展を促すもので

はない、むしろ、アフリカ諸国の人々をなお一層搾取する構造を固定化す

るのではなかろうか、というのが反対意見の骨子であった。

このアフリカ貿易法案に対抗して提出されたのが、「アフリカのための

希望の法」案であった。ジャクソンは同法案の提出を発表する記者会見の

場で、次のように語っている。「'1998年のアメリカの成長と機会の法'が連

邦議会に提出されたとき、議員がとれる唯一の選択は、それに賛成するか、

反対するかでした。この二つの選択は法案を支持するか、全く支持しない

かということでした。実際、我々の多くの者にとっては選択の余地のない

選択だったのであります。そこで、我々は第三の道を作り出すことにした

のであります」（9）。ジャクソンが提出した「アフリカのための希望の法」

案は、様々な問題を抱えるサハラ以南のアフリカ諸国が真に自立するため

に、アメリカ合衆国が何をしなければならないのかについて提案するもの

であった。

２．「アフリカのための希望の法」案とその支持者

「アフリカのための希望の法」案（10）は、「1998年のアフリカの成長と機

会の法」案の対抗法案として、教会、人権擁護、開発支援、飢餓撲滅等ア

フリカとアメリカ合衆国の広範囲にわたる非政府組織（NGO）、市民グルー

プの手で練り上げられたものである（11）。アフリカは、天然資源、石油、

鉱物資源が豊富で並はずれた可能性があるにもかかわらず、過去20年を通

して１人当たりの生産性が低下し続けている地域である。アフリカとアメ

リカ合衆国の市民団体との間の対話の中から生まれたこの法案の根底には、

IMF、世界銀行等がこれまで実施してきたサハラ以南のアフリカ48�国

に対する構造調整プログラムは、アフリカの現状を無視し、かえってアフ

リカ経済を荒廃させ、人々の生活環境の悪化を招いたのみだった、という

従来の対アフリカ政策批判があった。政情不安、総額で2,300億ドルもの

重債務、貧困、エイズの蔓延に苦しむサハラ以南のアフリカ諸国に対して、

アメリカ政府は何をなすべきなのか。この法案は、政治経済的な発展から
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取り残された同地域が現状から脱するための方策を模索するものであった。

「アフリカのための希望の法」案が政策の基本方針として提示した原則

は、まず、アフリカの人々の政治的自由と基本的生活の保障である。そし

て、アメリカ合衆国とサハラ以南のアフリカ諸国との間の経済関係は、ど

ちらの国民にとっても相互に有益なものとなること、そして、サハラ以南

のアフリカ諸国の蔵相がアフリカ統一機構と共同で発表したラゴス・プラ

ンを支持するものであること、であった。これらの原則に基づいて、幾つ

かの基本政策を提唱する。第一に、サハラ以南のアフリカ諸国の経済的能

力を強化しかつ多様化する。第二に、同地域の国民の収入レベルおよび所

得配分のパターンを改善する。第三に、同地域の人々の基本的なニーズを

満足させるために公共支出のパターンを調整する。第四に、債務救済を通

して同地域が機能的な市場経済に転換するための制度的な支援を提供する。

第五に、同地域における環境上持続可能な開発を支援する。第六に、同地

域における民主主義、人権、市民社会の強靱さを促進する。

以上の基本政策を踏まえ、アメリカ合衆国とサハラ以南のアフリカ諸国

との新たな経済的関係を築くために、同法案は連邦議会に対して大胆な政

策を提案する。その一つは、サハラ以南のアフリカ諸国が負っている約

2,300億ドルの債務を全面的無条件に帳消しにすることである。次に、ア

フリカでの経済活動においてアフリカ人の雇用を促進しかつ国際的な基準

に応じた労働環境を保障すること、また、外国企業の企業活動は地域の環

境保護に配慮することも提案された。アフリカ経済を活性化し、アフリカ

人の雇用機会を増やすために、ケニアおよびモーリシャスに対する現行の

繊維・衣料の輸入数量制限を一定の基準を満たした時点で撤廃する。それ

以外の国に対しては割当制を設けない施策を続行すること。そして、アフ

リカ製繊維・衣料の輸出に対して関税率の軽減措置を取ること（一部の発

展途上国の製品に関しては2005年６月30日まで無関税措置を取ることも検討）が

提案される。また、繊維・衣料の輸入条件の緩和提案に伴い、アフリカで

の違法な積み替え貿易を厳しく取り締まることも盛り込まれた。但し、対

象となる製品は、アフリカ人所有の工場で製造され、少なくともその従業

援助から貿易へ 67



員の80％がアフリカ人であること、そして、アフリカで少なくとも60％の

付加価値を生み出すものであることが条件として付された。さらに、外国

からの援助額を増やすこともこの法案の目玉の一つであった。法案は、海

外民間投資会社の基金、６億5,000万ドルのうち、健康管理、飲料水の確

保、衛生、学校、農村の電化、交通網の整備に５億ドルを、その残りを持

続可能な開発プロジェクトのために運用することを提案していた。その他、

エイズ対策に対して長期的な支援の実施も盛り込まれた。

「アフリカのための希望の法」案は、アフリカ諸国の人々に対して、こ

れ以上ないほどの支援を約束する法案だったと言ってもよい。法案は、サ

ハラ以南のアフリカ諸国の財政を圧迫し、基本的な教育、福祉、社会資本

整備をないがしろにする債務返済の重圧から解放することを目指しただけ

ではなかった。貿易相手国であるアメリカの監視下で労働条件、環境保護

に配慮しつつ、アフリカ人の雇用創出を前提とする貿易および投資構造を

築き、アメリカ サハラ以南のアフリカ間の貿易が必ずやアフリカの利益

となる通商構造を創出しようとしたのである。しかも、法案は同地域の遅

れた社会資本の整備やエイズ対策に対する経済支援等を盛り込んでおり、

言うなれば、アメリカの管理貿易下でアフリカ諸国の経済的自立を図って

いく内容だった。また、「アフリカのための希望の法」案の直接の受益者

は、サハラ以南のアフリカ諸国であったが、この法案は、アメリカ合衆国

内で１割強を占めるアフリカ系アメリカ人を意識したものだったというこ

とも留意すべきであろう。具体的な政策提案の最後で、「Sec.4（5）（G）

サハラ以南のアフリカ諸国に対するアメリカ合衆国の政策は、アメリカ合

衆国内の人種的不平等の問題を減少させる機会を提供するものである。サ

ハラ以南のアフリカ諸国へのアメリカ合衆国の経済政策は、アフリカ系ア

メリカ人に両地域の新しい経済的関係についての機会と潜在的な便益をも

たらすものでなければならない」と述べている。アフリカ系議員であるジャ

クソンによって提出された同法案はアフリカ問題が、アメリカ国内の人種

問題とも連動していることを強く意識させるものだった。

アフリカに向けて黄金の支援の手をさしのべる「アフリカのための希望
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の法」案は、サハラ以南のアフリカ諸国からはもちろんのこと、オックス

ファム（Oxfam）をはじめ様々な分野のNGOから幅広い支持を集めた。

2000年こそ、旧約聖書の約束のヨベル（奴隷を解放し、人手に渡った土地を返

却する）の年とみて、重債務貧困国の全ての債務の即時無条件の帳消しを

先進国に求めて債務帳消し運動を世界的に展開する「ジュビリー2000」と、

ジャクソンの「アフリカのための希望の法」案は連動していたし、外国企

業がアフリカの天然資源を乱開発することを警戒して、アフリカの自然保

護に関心を抱いていたシエラ・クラブ等各自然保護団体も同法案への支持

を表明していた。同様に、宗教団体、エイズ支援団体、アフリカ支援団体、

人権擁護団体等、国内外の様々な団体が連邦議会の外から、同法案の議会

での成立を支援していた（12）。

「アフリカのための希望の法」案は、ほとんどが民主党議員で構成され

る30人の共同提案者を得て1999年２月23日にジャクソンの手で、連邦下院

に提出された後、３月18日に下院の幾つかの小委員会に付託された。しか

し、国際経済政策と貿易に関する小委員会、アフリカに関する小委員会、

国内および国際金融政策に関する小委員会、下院予算委員会に委ねられた

ものの、その後、議会の内外からの幅広い支持にもかかわらず、同法案は

下院では何の進展も見られなかった。

２．「アフリカの成長と機会の法」をめぐって

１．「アフリカの成長と機会の法」案の内容

「アフリカのための希望の法」案に先立って、1999年２月２日、フィリッ

プ・M・クレイン（PhilipM.Crane、イリノイ州選出共和党）の手で連邦下

院に提出された「アフリカの成長と機会の法案」（正式名称は、「サハラ以南の

アフリカのための新たな貿易と投資政策を規定する法案」、Abilltoauthorizeanew

tradeandinvestmentpolicyforsub-SaharaAfrica）（13） の目的は、サハラ以南の

アフリカ48�国の経済的発展を促進し、アメリカ合衆国と同諸国との間で
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相互に貿易ならびに投資を活発にすることにある。法案は、同諸国に対し

て世界貿易機関（WTO）の貿易規則の遵守を求めるとともに、究極的に、

アメリカ―サハラ以南のアフリカ間で、自由貿易圏、すなわち、サハラ以

南のアフリカ版NAFTAを構築することを目指していた。そのための方

策として、民間部門、特に女性が経営する事業の強化、貿易と投資の促進、

関税・非関税障壁およびその他の貿易障壁の軽減、経済協力フォーラムの

設立等を提案している。また、当面の政策として、ケニアとモーリシャス

に課している繊維・衣料の輸入数量制限制度を撤廃する提案がなされてい

た。さらに、貿易の自由化で懸念される違法な積み替え貿易の取り締まり

も規定されていた。その他、サハラ以南のアフリカ諸国が抱える債務問題

に関しては、譲与を通じて重債務貧困国の債務の救済について何らかの措

置を講じることも盛り込まれていた。

同法案は、一見すると、サハラ以南のアフリカ諸国からアメリカへの貿

易を促進し、同地域の経済的ひいては政治的発展を推進していく内容となっ

ている。また、貧困の撲滅、債務救済問題に言及する等、サハラ以南のア

フリカ諸国が抱える問題解消に向けて一定の配慮がなされていた。しかし、

その一方で、同法案が、アメリカ合衆国の利益にかなうように企図されて

いたことは見逃してはならないだろう。例えば、自由貿易圏を創設した場

合の、アフリカ諸国からの繊維・衣料のアメリカ国内への輸出拡大の影響

について、同法案は以下のように指摘する。

Sec.7貿易障壁の撤廃と輸出の奨励

�事実認定

�世界市場におけるサハラ以南のアフリカ諸国の競争力の欠如、とり

わけ製造業部門は、アメリカ国内市場の崩壊にとって限定的な脅威

でしかないし、アメリカ合衆国内の雇用にとっては全く脅威となら

ない。

�サハラ以南のアフリカ諸国のアメリカ合衆国への繊維・衣料の年間

輸出は、1997年でアメリカの繊維・衣料の総輸出の１％以下で、そ

れは約340億ドルにすぎない。
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�サハラ以南のアフリカ諸国は限られた繊維製品製造能力しかない。……

たとえ、サハラ以南のアフリカ諸国からの輸出がアメリカ合衆国の

輸入総額の約３％になったとしても、アメリカの労働者、消費者、

あるいは製造業者にとって脅威となることはないだろう。

同法案は、アメリカとの自由貿易の推進によってアメリカ国内の生産者

が不利益を被ることがないような配慮があらかじめなされていた。さらに、

サハラ以南のアフリカ地域内でアメリカ合衆国の通商部の人員を拡充し、

その活動を活発化させることを盛り込んでいることからも明らかなように、

この法案の第一の目的は、同地域へのアメリカからの投資と輸出を拡大さ

せることにあった。同法案は、純然たるアメリカ サハラ以南のアフリカ

間の通商法案であり、アフリカ経済協力法案ではなかった。

２．「アフリカの成長と機会の法」案に対する批判

すでに述べたように、ジェシー・ジャクソン・ジュニアは、1998年の第

105連邦議会第２期に、下院の本会議で可決された「アフリカの成長と機

会の法」案を厳しく批判していた。同法案が、再び、次の第106連邦議会

第１期に提出されたとき、同法案に対抗してジャクソンは「アフリカのた

めの希望の法」案を発議した。99年に再提出された「アフリカの成長と機

会の法」案は、前年度の連邦下院で可決されたものと若干法文が異なると

ころはあるが、ほぼ同内容である。そこで、アフリカ貿易法案の反対派は

どのような点を問題にしていたのかを改めて振り返ってみよう。

ジャクソンの批判の核心は、アフリカ貿易法案がアフリカ支援を装いな

がら、その実はアフリカ人の人権、生活、環境、国家主権を犠牲にして、

外国企業がサハラ以南のアフリカ諸国を経済的に搾取することを正当化す

るという点にある。彼は、アフリカ人の基本的人権を保障しアフリカが再

生するために、「アフリカのための希望の法」案を提案し、人道的な観点

から、アフリカ諸国の経済的自立を全面的に支援するプログラムの必要性

を訴えたのである。

それでは、具体的にアフリカ貿易法案のどのような点が、反対派の非難
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の対象となっていたのだろうか。連邦議会の立法活動を鋭く監視するラル

フ・ネーダー（RalphNader）系の市民団体のパブリック・シチズン（Public

Citizen）は、「アフリカのための希望の法」案への幅広い支持を呼びかけ

るために、独自のウェブ・サイト（14）を設け、同法案との比較から「アフ

リカの成長と機会の法」案に対して次の八つの観点 経済政策、自由貿

易、労働権および環境保護、アフリカ人の雇用、債務救済、持続可能な開

発援助、投資資金の融資先、エイズ対策 から批判を繰り広げている。

反対派の意見を最も集約した批判を展開しているパブリック・シチズンの

論点を見てみよう。

第一の経済政策に関して、アフリカ貿易法案は、法人税の削減やWTO

への参加等、外国企業の投資に有利な投資環境条件を整えるものである。

「同法はすでに崩壊したIMFの経済開発モデルをサハラ以南のアフリカ諸

国に押しつけることで彼らの自己決定権を拒否するものである」。同法案

が、サハラ以南のアフリカ諸国、同地域の国民のための経済政策を提案し

ているとは言えない。

第二の自由貿易に関して、ケニアやモーリシャスに対する現行の繊維・

衣料の輸入数量制限制度を廃すること、さらにはサハラ以南のアフリカ諸

国の貿易規制を撤廃することの利点がどこにあるのかという疑問が呈され

る。世界規模での貿易の自由化は、経済競争力の劣るアフリカをますます

劣勢に追いやり、圧倒的な生産能力を誇る中国を利するだけではないか。

さらに、アフリカを経由して中国製品がアフリカ産の名の下でアメリカ合

衆国に輸出される積み替え貿易に対して、厳しい取り締まり規定がない。

第三の労働権および環境保護に関して、同法はアフリカ人の労働基本権

の保障について明確な言及がない一方、多国籍企業の権益に対しては寛容

である。また、アフリカ諸国の環境保護政策についても何も言及されてい

ない。

第四のアフリカ人の雇用に関して、同法が提唱する市場経済の活性化が、

アフリカ人の雇用の確保や、アフリカの企業の収益向上を条件としていな

いことが問題とされた。実際、幾つかのアフリカ諸国ではアジアから労働
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者が流入してきており、アフリカ人の失業問題が深刻化していることを指

摘している。

第五の債務救済に関して、サハラ以南のアフリカ諸国が抱える深刻な債

務問題について同法案が具体的な対策に言及していないことから、債務救

済問題を無視しているとの強い非難の言葉を発している。

第六の持続可能な開発援助に関して、同法案でアメリカ政府がアフリカ

援助に消極的な態度をとっていることがやり玉に挙げられた。

第七の投資資金の融資先に関して、アフリカ人の企業活動を活発化させ

る投資政策を提言していない。

最後に、エイズ対策に関して同法案は、サハラ以南のアフリカ諸国で特

に深刻な問題であるエイズ問題を無視している。

「アフリカのための希望の法」案を支持し「アフリカの成長と機会の法」

案に反対する批判者たちの意見は、その立場および所属団体によって多少

異なる。しかし、ジャクソン法案の支持者たちは、一様に、「アフリカの

成長と機会の法」案が現在のアフリカ問題について何の解決策も提示して

いないばかりか、むしろ外国資本がアフリカを搾取する構造をより一層押

し進めることを懸念していた。同法案は、ジャクソンほか多くの反対派が

指摘するように、アフリカ人の立場に立って考えられたアフリカ政策では

ない。サハラ以南のアフリカ諸国の経済状況および国内事情を無視し、世

界貿易基準に則った自由貿易および市場経済をアフリカに対して押しつけ

ることで、アメリカ企業のアフリカ進出をより有利なものにするとの見方

はあながち間違ってはいない。

しかし、ジャクソン派から同法案は厳しく批判されていたとはいえ、ジャ

クソンは「アフリカのための希望の法」案支持に向けて、アフリカ系の連

邦下院議員の意見をとりまとめることができなかった。民主党の有力な下

院議員であり、代表的なブラック・コーカスのメンバーであるチャールズ・

B・ランゲル（CharlesB.Rangel、ニューヨーク州選出）は、ジャクソンの法

案を単なる政治演説として切り捨てていた。クリントンの「アフリカ貿易

イニシアティブ」に支持を表明していたランゲルは、長年にわたって、ア
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フリカ貿易法案の成立を強く推進してきた人物である。彼は、ランゲルの

アフリカ法案以上にアフリカとの通商を促進しない法案はないと断じるジャ

クソンと妥協することは難しいことを吐露していた。

他のコーカスのメンバーはどのようにジャクソン法案を見ていたのだろ

うか。二つの対立するアフリカ法案に対して、アフリカとの通商問題に関

して世論の関心を引く良い機会となることを歓迎する向きが多かったこと

は確かである。例えば、繊維産業を抱えるサウスカロライナ州選出のジェ

イムズ・E・クライバーン（JamesE.Clyburn、民主党）は、衆目をアフリカ

に集めさせることになる二つのアフリカ法案を歓迎していた。しかし、ク

ライバーンの場合は、選挙区の事情からジャクソン法案を支持することは

困難であった。一方、ドナルド・M・ペイン（DonaldM.Payne、ニュージャー

ジー州選出民主党）は、一貫してランゲル案を支持してきた。彼は、同法

案を、これまであまり顧みられることのなかったアフリカとの関係につい

ての「正しい方向への第一歩」と評価していた。1998年の下院本会議での

採決では、38名のコーカスのメンバーのうち３分の２がランゲルに同調し

ており、アフリカ貿易法案への支持派が反対派を上回っていた。99年２月、

ジャクソンが独自のアフリカ法案を提出した時点でも、法案通過可能性の

薄いジャクソン法案がアフリカ系議員から絶対的な支持を得ていたわけで

はなかった（15）。

また、アフリカ貿易法案に対する連邦議員以外のアフリカ系の政治家の

反応も必ずしも敵対的なものではなかった。例えば、1998年１月、アフリ

カ系のデンバー市長ウェリントン・R・ウェブ（WellingtonR.Webb）は、

アフリカ系の市長、閣僚、大使に呼びかけてアフリカ・サミットを開催し、

アフリカ貿易法案の成立は、アメリカ合衆国とアフリカ諸国との間でより

親密な経済関係の構築につながるとして、連邦議会での同法案の可決を強

く働きかけていた（16）。連邦、地方を問わず、アフリカ系の政治家が一丸

となってジャクソン法案を支持していたわけではなかったのである。

結局、第106連邦議会第１期に再提出された「アフリカの成長と機会の

法」案は下院での審議日程を着々とこなし、1999年７月16日に263対141の
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賛成多数で下院本会議において可決され、連邦上院に送付された。

３．「アフリカの成長と機会の法」案の連邦下院での可決

「私が反対票を投じたH.R.434（アフリカ貿易法案）が可決したことで、

アフリカ諸国の債務救済も、アメリカ人ならびにアフリカ人の繊維労働者

の職を確保することも、環境を保護することも、アフリカ人の女性を支援

することも、エイズの犠牲者を支援することも達成されませんでした。そ

ればかりか、中国製品の輸入に関して数量制限を課す通商法を中国が出し

抜く権利を（違法な積み替え貿易に対する取り締まりが不十分なために）否定す

るものもありません。今日はサハラ以南のアフリカ諸国とアメリカの通商

関係にとって悲しい日であります」。1999年の７月16日に下院本会議で

「アフリカの成長と機会の法」案の可決が決まったことで、「アフリカのた

めの希望の法」案を支持していたロン・クリンク（RonKlink、ペンシルヴェ

ニア州選出民主党）は、無念さをにじませた（17）。

「アフリカのための希望の法」案は、下院の幾つかの委員会で棚上げに

なっていたが、アフリカ貿易法案の審議過程で、一定の人道的なプログラ

ムや活動にアフリカ開発基金を充当することが盛り込まれた。「アフリカ

のための希望の法」案が推進していた内容が、一部であったとはいえアフ

リカ貿易法案の中に取り入れられたことは無視できない（18）。同法案が、

新たに盛り込んだ活動推進内容の中には1961年の対外援助法に基付くアフ

リカ開発基金を利用して、初等教育および職業教育制度ならびに健康管理

制度の強化、農業生産の増大と食糧安全保障の増進、貧困者の収入増大、

環境保護、雇用機会の拡大、エイズ感染の防止と減少のための支援対策等

が含まれていた。特に、同法案がこれまで無視してきたサハラ以南のアフ

リカ諸国のエイズ対策について、新たな条項を設けたことは大きな進展だっ

たと言えよう。

前年度の233対186を下回るとはいえ、「アフリカの成長と機会の法」案

は再び連邦下院で賛成多数で可決された。同法案への支持は様々な意見か

らきていた。第一に、アフリカとの自由貿易推進政策は、アフリカ地域に
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おける経済成長を促進し、民主主義の発展を促すことになるという見方で

ある。第二に、サハラ以南のアフリカ諸国に対する輸入数量制限基準や関

税等の貿易規制を軽減・撤廃しても、アフリカ諸国とアメリカ合衆国との

貿易額は相対的に小さく、アメリカ経済に及ぼす影響力はそれほど大きく

はない、という見方である。第三に、同法案をアメリカ合衆国とサハラ以

南のアフリカ諸国との間の新たな外交関係の構築と見る見方もあった。こ

れは、下院予算委員会の委員長を務めるビル・アーチャー（BillArcher、

テキサス州選出共和党）に代表される。「この法案は、サハラ以南のアフリ

カ地域とアメリカ合衆国との関係において新しい時代を開くものとなろう」。

第四に、同法案への賛成者は、「アフリカのための希望の法」案の共同提

案者の中からもでていた。その代表的な人物は、エイズ対策の法案修正を

提案したシェイラ・ジャクソン・リー（SheilaJackson-Lee、テキサス州選出

民主党）である。彼女のように「アフリカのための希望の法」案が目指し

た政策の一部が取り入れられたことで、アフリカ貿易法案の支持に回った

者が少なからずいたことは見逃せない。実際、原共同提案者30人のうちの

５人、その後共同提案者に名を連ねた44人のうちの15人の計20人が、アフ

リカ貿易法案に賛成票を投じた。

このアフリカ貿易法案の下院での可決は、当然ながらクリントン政権か

らも歓迎を受けた。クリントン大統領は、前述したように1997年に「アフ

リカ貿易イニシアティブ」を発表して以降、アフリカとアメリカ合衆国と

の間の貿易を積極的に推進する同法案の成立を強く求めてきた。しかし、

同法案は98年の連邦下院では成立したものの、保護貿易主義の根強い連邦

上院で廃案となっていた。上院では、民主党、共和党を問わず国内製造業

を保護する立場から同法案の成立に反対する意見が強かったからである。

今回、再び、アフリカ貿易法案が下院を通過したことで、クリントン政権

の合衆国通商代表を務めるチャーレン・バーシェフスキー（Charlene

Barshefsky）は、７月16日に、早速「下院はアフリカにおけるさらなる経

済成長と改革を推進するために不可欠な第一歩を歩んだのである」との声

明を発表した。
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自由貿易政策を推進することが、アメリカ サハラ以南のアフリカとの

関係を援助から貿易に発展させるだけでなく、アフリカの経済的発展ひい

ては民主主義の推進を促すものであるとの意見が下院で支持される一方、

アフリカ貿易法案がアフリカの現状を無視するものであるという反対意見

は根強く存在した。反対派は、アフリカの立場に立った経済協力政策の推

進を目指すジェシー・ジャクソン・ジュニア周辺からのみではなかった。

前年度の上院で見られた保護貿易主義の立場から同法案に反対する声が下

院においてもあった。政党を問わず、繊維産業を抱える南東部の下院議員

の多くが反対票を投じた。1996年のサハラ以南のアフリカ諸国からの繊維・

衣料の輸入は、輸入全体の１％以下の３億8,300万ドルにすぎない。たと

え、アフリカからの繊維・衣料の輸入が増大しても、今後10年で２％を上

回ることはないと国際貿易委員会は試算していた。しかしながら、サウス

カロライナ州選出議員を中心に、たとえサハラ以南のアフリカであっても

衰退傾向にある繊維産業にとってアメリカ国内の市場開放は死活問題であ

るという危機感が強かった。また、サウスカロライナ州選出のリンゼイ・

グラハム（LindseyGraham、共和党）が指摘するように、市場開放の反対派

は、アフリカとの自由貿易の結果、違法な積み替え貿易によって中国がア

フリカ経由で大量に繊維・衣料を輸出してくることを懸念していた。

他方で、アフリカ貿易法案の採決において、アフリカ系議員はどのよう

な投票行動をとったのだろうか。先に述べたように、同法案に対しては提

出時点ですでにアフリカ系議員で構成されるブラック・コーカスで意見が

割れていた。同法案を支持するランゲル派と反対するジャクソン派である。

結局、ブラック・コーカスの36名のメンバーのうち14名が、同法案成立の

反対に回ったにすぎなかった（19）。ジャクソンは、最後までアフリカ系議

員から全面的な支持をかちえることができなかったのである。
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３．アメリカ－アフリカ関係の新方向

援助から貿易へ

１．「アフリカのための希望の法」案の残響

連邦上院は、1999年７月19日に、連邦下院で可決された「アフリカの成

長と機会の法」案を受け取り、早速審議に入った。その一方で、９月24日

には、民主党のラッセル・D・フェインゴールド（RussellD.Feingold、ウィ

スコンシン州選出）が連邦上院に「アフリカのための希望の法案」（正式名称、

「サハラ以南のアフリカ諸国に向けての新たな貿易、投資、および開発政策を規定

する法案」、Abilltoauthorizeanewtrade,investment,anddevelopmentpolicyfor

sub-SaharanAfrica）（20） を発議した。フェインゴールドの法案は、下院に提

出されたジャクソン法案を基にして練られたもので、構成、文言等が多少

異なるものの、ジャクソン法案と提案内容はほぼ同一のものと言える。た

だし、アメリカ―サハラ以南のアフリカの新たな経済関係の構築という観

点から見ると、フェインゴールド案の方が法文構成においてよりすっきり

とまとまっている。

フェインゴールドは、同法案発議の際の演説で、アフリカ貿易法案にし

ても「アフリカのための希望の法」案にしても、アメリカの企業、労働者

に有利な形でアメリカ―サハラ以南のアフリカ間の貿易関係を発展させた

いという目的は同一であることを論じた。しかし、サハラ以南のアフリカ

地域の競争力をそいでいる圧倒的な債務負担とエイズの蔓延という二つの

危機を解決しないことには、新たな貿易関係の構築はおぼつかないとの考

えを示していた。実際、この二つの問題がどれほどアフリカ諸国の成長を

妨げているのかに対してフェインゴールドは、1998年、世界で3,340万人

のエイズ感染患者がおり、そのうちサハラ以南のアフリカ諸国には2,250

万人が住んでおり、エイズ危機以来、エイズ感染死亡者の約83％がアフリ

カに集中していることを指摘し、エイズ問題の克服はアメリカの対アフリ
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カ貿易政策の一環として捉えなければならないことを訴えた。一方、債務

救済問題については、97年で、サハラ以南のアフリカ諸国は、全体で約2,

150億ドル以上の債務を抱え、そのうち約65億ドルをアメリカ合衆国政府

が所有する。48のサハラ以南のアフリカ諸国のうち、少なくとも30�国の

債務は、その国民総生産の50％を超えているとの現状を指摘し、アフリカ

の将来の発展のためにもこの債務救済問題は国際社会の解決すべき喫緊の

課題であることを訴えた。

「私のアフリカのための希望の法案は、サハラ以南のアフリカ諸国から

彼らが現在抱えている膨大な債務を解放することによって、また、これら

の発展途上国において、環境保護や人権を支援することによって、そして、

小規模、女性経営の事業を含め、アフリカの企業が拡大しつつある世界経

済の一翼を担う機会を与えることによって、［アメリカ サハラ以南のア

フリカ諸国との間の経済的発展という］目的を達成するための枠組みを構

築することができるのです」。アメリカ―サハラ以南のアフリカ間の貿易

促進は、アフリカ諸国がエイズ、債務救済問題という二つの大きな問題を

克服して経済的に自立するための様々な生活基盤整備をはかる広範な支援

を前提とするものであることを、フェインゴールドは再三にわたって強調

したのであった（21）。

共同提案者が一人もいないまま提出された上院版「アフリカのための希

望の法」案は、上院の金融委員会に送られたものの、その後何の進展も見

られなかった。しかし、このフェインゴールドの問題提議は、はからずも

連邦上院におけるアフリカ貿易法案の審議の性格を浮き彫りにすることに

なった。

２．誰のための自由貿易か

連邦上院の審議過程で「アフリカの成長と機会の法」案は、サハラ以南

のアフリカ地域だけでなく、カリブ・中南米諸国等を含む包括的な通商法

案の一部として議論が展開されることになった。共和党の上院金融委員長

のウィリアム・ロス（WilliamRoth、デラウェア州選出）と、民主党のベテ
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ラン上院議員であるダニエル・P・モイニハン（DanielP.Moynihan、ニュー

ヨーク州選出）は、終始一貫して1999年末にワシントン州シアトルで開催

されるWTOを見据えた議論で、上院におけるアフリカ貿易法案の審議

を時には強引に引っ張っていった。99年の連邦上院は党派を超えて大筋で

はアフリカ貿易法案を成立させる方向で動いていたが、民主党の強硬な反

対派であったアーネスト・F・ホーリングズ（ErnestF.Hollings、サウスカロ

ライナ州選出）の議事妨害を阻止し、アフリカ貿易法案への修正に応じな

い共和党の強行の議事運営に対して、10月末には民主党が反発しアフリカ

貿易法案を上院の議題から外そうとする一幕もあった。

その間、核実験全面禁止条約（CTBT）が上院で否決されたばかりで苦

い思いを抱えたクリントン大統領は同法案の成立を求めて、共和党の院内

総務トレント・ロト（TrentLott、ミシシッピ州選出）ほか有力な上院議員に

電話をかけ、説得工作に乗り出していた（22）。アフリカ貿易法案は、クリ

ントンの説得工作が功を奏し、11月３日、連邦上院の本会議で76対19の圧

倒的な賛成多数で可決された。法案は「1999年の包括通商法」案の一部と

して上院を通過した。サハラ以南のアフリカ、カリブ、中南米諸国からの

輸入品への関税を軽減し輸入数量制限を緩和する法案の可決は、その後法

律となれば、1994年のNAFTA以来の自由貿易推進法となるものである。

アフリカ貿易法案の審議過程で見えてきたものは、脱援助の方向性であっ

た。連邦上院においても、衣料・繊維の輸入数量制限制度撤廃問題をめぐっ

てはアメリカ国内産業の保護を求める意見が根強く、法案推進派の議員か

らも異論が続出した。最終的に上院は、国内の繊維・衣料産業の保護に配

慮しつつも、脱援助・自由貿易の推進に向けて新しいアメリカ―サハラ以

南のアフリカ関係へ動き始めたのである。この政策転換は、皮肉なことに、

アメリカ経済にとってサハラ以南のアフリカ諸国との貿易比重がそれほど

大きくなかったからこそ可能であったとも言える。対アフリカ政策が脱援

助の方向に向かったことで、ジェシー・ジャクソン・ジュニアやラッセル・

フェインゴールドが「アフリカのための希望の法」案で求めていた債務帳

消し問題、アフリカの生活基盤の整備、人権擁護、環境保護、エイズ対策
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等は、抽象的な規定としては残ったものの、具体的な政策対象からはずさ

れた。そもそも、「アフリカの成長と機会の法」案が、「アフリカのための

希望の法」案と全く異なる性格のものであることは、しばしば指摘してき

たことである。フェインゴールドは、この全く指向性の異なるアフリカ法

案に、「アフリカのための希望の法」案の一部を盛り込もうと尽力したが、

彼自身の修正努力は全く実ることはなかった。しかしながら、フェインゴー

ルドと金融委員長ロスとの論戦は、この二つの法案の性格の違いをさらけ

出すことになった点で、興味深いものとなった。

フェインゴールドは、しばしば、アフリカとの通商関係を促進するにあ

たって、アフリカ製品の原産国認定を強化し、第三国（主に中国）からの

積み替え貿易に関する取り締まりを強めることを提案した。この提案が含

意していたのは、単に積み替え貿易を厳しく監視することにとどまるもの

ではない。取り締まり規制を強化することによってアフリカ製品の輸入を

促進し、それに伴ってアフリカ人の雇用機会を増やし、対アフリカ投資や

通商が確実にアフリカ人に利益をもたらすことを意図していた。また、ア

フリカへの投資を進める上で、アメリカの企業がアフリカの労働・環境基

準を損なわないようにすることも条件付けていた。

このフェインゴールドの提案に対して、ロスは投資の促進効果という点

から反論を加えた。彼は、反対討論の中でしばしば次のような言葉を繰り

返し述べた。「アフリカ貿易法案の目的は、アフリカ、カリブ地域、そし

て南米における投資を奨励することにあります」。労働・環境基準は、そ

の国の経済発展のレベルとともに上昇するとの研究事例を踏まえ、アフリ

カが経済的に発展していけば、自ずと労働環境は整備され環境は保護され

るようになる。経済的な規制につながる労働・環境規定をサハラ以南のア

フリカ諸国に押しつけるのは、かえって投資効果をそぎ、アフリカの発展

を損なうことになる、というのがロスの持論であった（23）。

また、ロスは、経済成長と人道的支援を結びつける議論を展開するフェ

インゴールドに対して、「正直なことを申し上げますと、この立法は、'成

長も機会もない法’と述べた方がよいかもしれません。……同法案の提案
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者は、代表して二つの重要な議論を行ってまいりました。第一に、法案は

［アメリカ―サハラ以南のアフリカ間の］通商を拡大する。そして、第二

に、それはアフリカにおいて責任ある投資にまかせる」。ただ、実際には、

同法案は、現在よりも多くの通商規制を課しており、民間投資を萎えさせ

てしまう可能性もある。さらに、「アフリカのための希望の法」案のよう

に、アフリカ人雇用を義務づけ促進する規定もない、とロスは正直に告白

している（24）。アフリカ貿易法案が、アフリカにとって成長も機会もない

法であるというのは、やや誇張した表現であると思われるが、真実の一端

を突いていることは否定できない。同法案は、アフリカのためのアメリカ

市場開放の法案と言うよりは、アメリカのためのアフリカ市場開放の法案

であると言った方がより適切だからである。

ロスは法案の通過後、繊維業界からの言葉として、包括通商法の成立に

よって今後５年間で88億ドルの利益をもたらし、繊維業界だけでも約12万

人のアメリカ人の雇用を提供することになるとの見通しを紹介した（25）。

連邦上院では、下院以上に、対アフリカ政策においてアメリカの通商利益

を追求する姿勢が強かった。それは、上院で可決された法案からアフリカ

開発基金を運用した開発条項が削除されたことに象徴的に表われている。

同様に、債務救済問題に関しても、二国間の債務救済についての効果的な

方策を大統領に報告するように義務づけたのみであったし、エイズ対策問

題に関してもアメリカ―サハラ以南のアフリカ経済協力フォーラムでの検

討課題にすることとし、下院可決案から大幅に後退した内容になっていた。

その結果、アフリカ貿易法案は、対外的には、自由貿易の拡大を、対内的

には、競争にさらされることになる繊維・衣料産業への貿易調整援助措置、

アメリカ製の布地や糸を原材料とする衣料製品の関税撤廃等国内産業の保

護をより一層推し進める政策を盛り込む結果となったのである。

３．同床異夢

1999年の包括通商法案の中に組み込まれた対アフリカ政策は、完全な貿

易の自由化を推進するものではない。競争に不利な国内の繊維・衣料産業
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に対する貿易調整援助や、発展途上国の輸出品を優遇する措置を盛り込ん

でいた。その一方で、包括通商法案は、反ダンピング取り締まりのほか、

強制労働の禁止、児童労働の禁止、雇用における差別の廃止等国際労働機

関（ILO）の中心的な労働基準にも配慮し、貿易相手国に対して不公正な

貿易を規制するための規定も含まれていた。不完全ながらも貿易の自由化

への第一歩を踏み出した同法案の可決は、サハラ以南のアフリカ諸国に対

するアメリカの政策が質的に大きな変化を遂げようとしていることを意味

していた。

上院での採決を前にして、この法案の強力な擁護者であったモイニハン

は、対アフリカ政策について次のように述べている。本法案のテーマとは、

すなわち「援助ではなく貿易こそが究極的にアフリカ諸国の海外への援助

依存から脱却させ、経済の多様化を促進するということであります」。そ

して、「今日サハラ以南のアフリカが直面している経済的な問題は冷戦の

最中にいたときよりもはるかに深刻なものです。……この包括通商法の中

のアフリカの通商法規は無視と衰退の時代を完全に変えるものではないで

しょう。しかし、それはそう悪くはない始まりをもたらすものになるかも

しれません」。史上かつてないほどの好景気に沸くアメリカ合衆国は、サ

ハラ以南のアフリカ諸国への開発援助政策を後退させようとしていた（26）。

ロスやモイニハンのように、アフリカ諸国を援助対象国から対等な貿易

相手国として認識し直し、アメリカとの貿易の拡大がサハラ以南のアフリ

カ諸国の経済成長を促すことになるとの論調に賛同が集まる一方で、同法

案の支持者の中にも温度差があったことは言うまでもない。包括通商法案

を支持しつつも、アフリカ政策に対する不満を包み隠さず表明した民主党

のボブ・ケリー（BobKerrey、ネブラスカ州選出）の発言は、複雑な思いに

満ちていた。「議論の多くは私が最も関心のあるアフリカの成長と機会の

法に関わっておりました。多くの議員が、アフリカの成長と機会の法はア

フリカが繊維産業を発展させる最後の機会であると論じております。2005

年からはアジア地域に対する現在の輸入数量制限制度が撤廃されます。も

し我々が、サハラ以南のアフリカ諸国の輸入数量制限制度を撤廃すれば、
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これらの国々は今後５年間でアジア、特に、中国が繊維産業を独占する機

会を持つ前に、繊維産業を発展させる機会があるかもしれません。……こ

の法案はアフリカが直面している多くの重大な問題に対応することができ

ない、とある者は述べておりました。アフリカの経済成長と開発にとって

一つの最大の壁であるエイズの蔓延に取り組むことはしておりません。……

我々がこれらの諸国に効果的な通商相手となることを期待するのであれば、

エイズの影響を無視することはできません。この立法の中に、エイズ救済

を含めることは肝要でありかつ至極適切なことなのであります」。

さらに、エイズとならんでケリーが非常に関心を抱いていたのは、サハ

ラ以南のアフリカ諸国が抱える膨大な債務の問題であった。「アフリカの

異常な2,300億ドルもの債務負担が経済的社会的発展にとってとてつもな

い障害になっているという事実にもかかわらず、アフリカの成長と機会の

法は、アフリカに対する債務救済をいっさい提供するものではありません」。

債務救済によって、債務と債務支払いの悪循環をやめさせることで、サハ

ラ以南のアフリカ諸国への投資を呼び起こすことができる。そのためには、

「アメリカ合衆国は、サハラ以南の国々の債務負担を軽減するために傑出

した役割を果たすべきであります」。

ケリーの指摘そのものは決して目新しいものではない。むしろ、採決を

前にしてこれほどの批判を展開したにも拘わらずケリーは同法案支持に回っ

た。「不幸なことに、アフリカの成長と機会の法の欠点に取り組む多くの

修正は上院の場で採択に失敗いたしました。にもかかわらず、私はこの包

括通商法案を支持いたします。なぜなら、アフリカの処遇に完全に満足し

ているからではありません。むしろ、発展途上国の経済を支える、またア

メリカ国内においても前向きの経済的な影響をもたらす重要なその他の経

済法規をこの包括通商法案は前提として含んでいるからであります」。ケ

リーは、発展途上国への最恵国待遇措置と国内産業を保護する貿易調整援

助規定の存在から、消極的であれ、この包括通商法案を支持する態度をとっ

たのであった（27）。

同日行われた連邦上院本会議での採決で、1999年の包括通商法案は賛成
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76、反対19の圧倒的な賛成多数で可決された。サハラ以南のアフリカだけ

でなくカリブ、中南米諸国を含む包括通商法案は、改めて連邦下院の承認

を求めることになった。単独のアフリカ貿易法案を可決した連邦下院が、

上院の大幅な修正に容易に同意するかどうかは予断を許さない状況だった

が、アフリカ貿易法案を巡る連邦議会の攻防が大きな山場を越えたことは

確かだった。

アフリカ貿易法案の連邦上院での可決は、クリントン大統領が目指す貿

易・投資の拡大によるサハラ以南のアフリカ諸国の経済発展を後押しする

ことになる。また、アメリカの対アフリカ経済政策は、伝統的な経済協力

政策から脱皮し、市場開放、自由貿易を通して、ゆくゆくはアフリカ諸国

をアメリカの対等な貿易相手国へと浮上させる方向へ大きく変わりゆくこ

とを意味した。すでに、1994年のマイアミ・サミットで米州自由貿易圏を

2005年までに創設する交渉を終了させることを合意していたカリブ・中南

米諸国だけでなく、重債務貧困国を多く含むサハラ以南のアフリカ諸国に

対しても、将来的に自由貿易圏を創設する交渉を開始することを明記した

包括通商法案は、クリントン政権が押し進めてきた通商面での地域主義を

一層強化するものになった。いみじくもアフリカ貿易法案を支持したアフ

リカ系議員が指摘したように、法案の可決は、まだ貿易比重が小さいとは

いえ、将来的にアフリカ諸国がアメリカの貿易相手国として重要な存在で

あることをアメリカ合衆国が認識したということを意味してもいた。アメ

リカは、将来のアフリカ市場を見据えて自国の利益確保を見逃してはいな

かった。

おわりに

アフリカ貿易法案を含む包括通商法案は、その後、2000年５月18日、ク

リントン大統領の署名を得て2000年の包括通商法として制定された。前年

度の11月に連邦上院を通過した時点で、多少の紛糾は予想されたものの、

いずれ法律となるのは時間の問題となっていた。もちろん、上院の修正は、
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下院で簡単に受け入れられたわけではなかった。継続審議で第２期を迎え

た包括通商法案は、2000年５月３日に下院でいったん否決され、両院協議

会が開かれることになった。その両院協議会で検討された案は５月４日に

下院を、11日に上院を通過し、最終的に大統領に送られた。

2000年の包括通商法（28） は、アフリカ貿易法関連だけでも、上院で削除

された経済協力関係の条項が大幅に復活した。その一方で、無関税の特恵

待遇が与えられる衣料・繊維の関税品目については、布あるいは糸がアメ

リカ産である細目が付け加えられ、上院可決案よりも保護貿易色が強まっ

ていた。下院ではジェシー・ジャクソン・ジュニアが、上院ではラッセル・

フェインゴールドが望んだ、サハラ以南のアフリカ諸国に向けての広範な

援助を含むアフリカ通商法の成立はひとまずは頓挫した。その代わり、ア

メリカ サハラ以南のアフリカ間の通商の拡大にアフリカの経済問題解決

の期待が寄せられることになった。また、2000年包括通商法は、大統領に

対して正式に、アメリカ合衆国とサハラ以南のアフリカ諸国との間の自由

貿易協定の交渉プランの策定を求めていた。将来におけるアメリカ サハ

ラ以南のアフリカ間の自由貿易圏構想が少しずつ動き始めたのである。

それでは、援助から貿易へと対アフリカの経済政策が推移していく中で、

アフリカの経済発展にとっての重荷である債務救済問題について、連邦議

会は積極的な対応策を講じたのであろうか。クリントン大統領は、しばし

ばサハラ以南のアフリカ諸国を中心とする重債務貧困国への債務削減を政

策目標に掲げ、連邦議会に対して立法化を要請してきた。連邦議会はクリ

ントン大統領の要請を必ずしも放置していたわけではなかった。1999年の

第106連邦議会第１期の連邦議会では、国際的公約とも言える99年６月の

ケルン・サミットの共同声明以前から、「アフリカの希望のための法」案

やアフリカ通商法案とは別に、重債務貧困国の債務救済を目的とする法案

が発議されていた。

1999年３月11日に共和党のジェイムズ・A・リーチ（JamesA.Leach、ア

イオワ州選出）と民主党のジョン・ラファルス（JohnLafalce、ニューヨーク

州選出）によって提出された貧困減少のための債務救済法案、３月25日に
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共和党のトム・キャンプベル（TomCampbell、カリフォルニア州選出）によっ

て提出された債務帳消し法案、そして、サハラ以南のアフリカ諸国を対象

とする債務救済法案が、６月15日に民主党のマキシン・ウォーターズ

（MaxineWaters、カリフォルニア州選出）によって提出されていた。３月中

旬に出されたリーチ案は、61年の対外援助法の修正を提案し、2001年９月

30日までにアメリカ政府が有している重債務貧困国の債務の全て、あるい

はその90％を帳消しにし、その代わり、各国は基本的な生活基盤の整備や

教育の充実、透明性のある政府を設立することを求める内容であった。ま

た、96年10月にIMFと世界銀行が発表した債務削減イニシアティブの資

格国の認定条件を緩和することを求めていた（29）。これらの法案とは別に、

上院においても、2000年の連邦政府予算案を見据えて10月５日に共和党の

コニー・マック（ConnieMack、フロリダ州選出）が債務救済法案を提出し

ている（30）。連邦議会の中では、借り手のモラル・ハザードや民主化・経

済改革の遅れ、人権侵害等を問題にし、債務の帳消しに慎重な意見もあり、

クリントン政権が批判するように、ケルン・サミット後も連邦議会におい

て、ケルン・イニシアティブを実現するための債務救済法案の審議に進展

は見られなかった。

そこで、クリントン大統領は、９月末に2000年度の連邦政府の補正予算

案を連邦議会に送り、重債務貧困国の債務帳消しを予算化し議会の同意を

求めたのであった。その際、クリントン大統領は、1.2億ドル（重債務貧困

国関連の債務はそのうち7,000億ドルにすぎない）の債務救済プログラムと2000

2004年間の補正予算の中で、8.5億ドルの債務救済を計上することを要

請していた。クリントン大統領の要請は、1999年11月18日に下院の銀行金

融サービス委員会で承認され、委員会はリーチ法案を下敷きに大統領に対

して2004年９月30日までにアメリカの債務救済資格を満たした国の債務を

帳消しにするよう求める報告書をまとめた。そこで、2000年度の連邦予算

では、アメリカ合衆国が抱える二国間のODA関連の債務1.23億ドルの帳

消しが盛り込まれた（31）。クリントン大統領は、ようやくケルン・イニシ

アティブの国際公約を少なからず果たしたのであった。
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（2） 小田英郎「アメリカ合衆国のアフリカ政策 冷戦期からポスト冷戦期」、林晃史編『冷

戦後の国際社会とアフリカ』、アジア経済研究所、1996年、3―25ページ。
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（17） AfricanGrowthandOpportunityAct------Hon.RonKlink（ExtensionofRemarks-July18,

1999）,106thCong.lstSess.,July16,1999,E1587,CongressionalRecord.

（18） H.R.434:AfricanGrowthandOpportunityAct（EngrossedintheHouse）,106thCong.1stSess.
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